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平成 25 年６月 27 日 

各  位 

東京都練馬区石神井町二丁目 26 番 1 1 号

一 建 設 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長  堀 口 忠 美

（コード番号 3268）

問合せ先： 常務取締役管理本部長 青 柳 秀 樹

電話番号： 03-5393-3098 

 

 

臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定 

並びに決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

 

 平成25年６月27日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための

基準日設定並びに当該臨時株主総会において｢定款一部変更の件｣が承認されることを条件とした決

算期変更を含む定款変更に関する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

これらは、本日別途開示しております「共同持株会社設立に関する契約締結及び株式移転計画書

の作成について」にて公表いたしました、共同株式移転（以下「本共同株式移転」といいます。）に

よる共同持株会社設立に伴うものであります。 

 

記 

 

１．臨時株主総会の日時・場所及び目的事項について  

（１）臨時株主総会の日時・場所 

   日時 平成25年８月30日(金)午前10時 

   場所 東京都練馬区石神井町二丁目26番11号 

      一建設株式会社 本店 ３階会議室 

（２）臨時株主総会の目的事項  

   第１号議案 株式移転計画書承認の件 

   第２号議案 定款一部変更の件 

 

２．臨時株主総会に係る基準日等について  

当社は、平成25年８月30日（金）に開催を予定しております臨時株主総会（以下「本臨時株

主総会」といいます。）において議決権を行使できる株主を確定するため、平成25年７月13日（土）

を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行

使することができる株主といたします。  

（１）基準日 平成25年７月13日（土） 

（２）公告日 平成25年６月28日（金）  

（３）公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） 

http://www.hajime-kensetsu.co.jp/ 
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３．決算期変更及び定款一部変更について 

（１）決算期変更及び定款一部変更の理由・目的 

   本共同株式移転により共同持株会社を設立した場合、企業結合会計基準適用指針及び連結

財務諸表に関する会計基準によれば、その連結決算日は取得企業の会計基準に定められると

されております。本共同株式移転において、企業会計基準上の取得企業として取り扱われる

当社の現時点の決算期は１月末日であり、他方、新設する共同持株会社の決算期については

３月末日とすることを本共同株式移転の各当事会社が企図しているため、当社の決算期の変

更が必要となったためのものであります。 

 また定款の一部変更につきましても、本共同株式移転の効力が発生し、当社が共同持株会

社の完全子会社となった場合、定時株主総会の基準日に関する規定がその必要性を失うため、

現行定款第12条（基準日）の全てを削除し、現行定款第13条以下の各条項を１条ずつ繰り上

げるとともに、上記決算期の変更に伴い、現行定款第13条（招集）、第44条（事業年度）、

第46条（剰余金の配当の基準日）につき、所要の変更を行うとともに、経過的措置として附

則を新設するものであります。 

（２）決算期変更の内容 

   現 在 毎年１月31日 

   変更後 毎年３月31日 

  （注）当該決算期変更に伴い、第47期は、平成25年２月１日から平成26年３月31日までの14

ヶ月決算となる予定です。 

（３）今後の見通し 

   当社は本共同株式移転により平成25年10月29日をもって上場廃止となる予定であり、期末

決算に関しては共同持株会社の決算となるため、現時点での今後の見通しについての発表を

控えさせていただきます。 

（４）定款変更の内容 

     変更の内容は別紙のとおりであります。 

  （注）本定款の変更は、本臨時株主総会における第１号議案が承認可決されること及び本株

式移転の効力が発生することを条件として、平成25年11月１日に効力が生じるものとし

ます。 

 （５）定款変更の日程 

取締役会決議 

株主総会決議 

平成 25 年６月 27 日 

平成 25 年８月 30 日 

効力発生日 平成 25 年 11 月１日 

 

 

 

以 上 
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別紙 

(変更箇所には下線を付しております。) 

現行定款 変更案 

第１条～第11条  （省略） 第１条～第11条  （現行どおり） 

（基準日） 

第12条 当会社は、毎年１月31日の最終の株主

名簿に記載または記録された議決権を有

する株主をもって、その事業年度に関す

る定時株主総会において権利を行使する

ことができる株主とする。 

  ２ 前項にかかわらず、必要がある場合は、

取締役会の決議によって、あらかじめ公

告して、一定の日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録株式

質権者をもって、その権利を行使するこ

とができる株主または登録株式質権者と

する。 

 

 

 

 

（削除） 

第３章 株主総会 

（招集） 

第13条 当会社の定時株主総会は、毎年４月に

これを招集し、臨時株主総会は、必要あ

るときに随時これを招集する。 

第３章 株主総会 

（招集） 

第12条 当会社の定時株主総会は、毎年６月に

これを招集し、臨時株主総会は、必要ある

ときに随時これを招集する。 

第14条～第43条  （省略） 第13条～第42条  （現行どおり） 

第７章 計算 

（事業年度） 

第44条 当会社の事業年度は、毎年２月１日か

ら翌年１月31日までの１年とする。 

第７章 計算 

（事業年度） 

第43条 当会社の事業年度は、毎年４月１日か

ら翌年３月31日までの１年とする。 

第45条      （省略） 第44条      （現行どおり） 

（剰余金の配当の基準日） 

第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎年１

月31日とする。 

  ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年７

月31日とする。 

（剰余金の配当の基準日） 

第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３

月31日とする。 

  ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９

月30日とする。 

第47条      （省略） 第46条      （現行どおり） 

（新設） 

 

 

 

 

附則 

第１条 

第43条（事業年度）の規定にかかわらず、第47

期事業年度は、平成25年２月１日から平成26年

３月31日までとする。 

 



2

(変更箇所には下線を付しております。) 

現行定款 変更案 

 

 

 

 

 

 

第２条 

 第45条（剰余金の配当の基準日）の規定にか

かわらず、第47期事業年度の中間配当の基準日

は、平成25年７月31日とする。 

 

第３条 

 本附則は、平成26年３月31日の経過により、

これを削除する。 

 


